
 
墨田区建築基準法第４３条第２項第２号許可運用基準 

 
第１ 目的 

 この運用基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４３条第２項第２号の規定による許可（以

下「許可」という。）をする際に、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないことを総合的に判断する

基準を定め、許可における公正の確保と透明性の向上を図り、的確かつ効率的な運用を図るものである。 
第２ 用語の定義 

 この運用基準において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
１ 法     建築基準法をいう。 
２ 道路    法第４２条に規定する道路をいう。 
３ 通路    一般の交通の用に供されている空地であり、法第４２条に該当しないものをいう。 
４ 道路状   「縁石」等で道の部分を明確化し、「アスファルト簡易舗装」等でぬかるみとならないよ

うにした道の状態をいう。 
５ 路地状敷地 路地状部分のみによって道路に接する敷地をいう。 

  ６ 無接道敷地 法第４３条第１項に規定する接道義務を満たさない敷地をいう。 
第３ 許可対象 

１ 建築主が敷地に所有権、借地権等の権利を有するもの 
２ 一団の敷地を分割し、無接道敷地を増やさないもの 
３ 新築又は増築を行う場合（増築においては既存建築物が本運用基準に適合しているものに限る。） 

第４ 適用敷地 
次の各号のいずれかに該当する敷地について、本運用基準を適用する。 

  １－イ 広い空地に面して建築物を計画するもので、次の要件をすべて満たしているもの 
 （１）広い空地が地方公共団体で管理されていること。または、広い空地が私有地で将来にわたり空 
  地の状態が維持されること。 
（２）現況において敷地から広い空地に出入りができ、かつ、敷地から道路まで通行上支障がない状 

態にあり、日常的に通行されていること。 
（３）敷地が広い空地に２ｍ以上接していること。 
（４）広い空地が道路に有効に接続されていること。 

２－イ 現況幅員が４ｍ以上ある通路（地方公共団体が適正に管理しているものに限る。）に接して建築

物を計画するもので、次の要件をすべて満たしているもの 
（１）通行上支障がないことが確認できること。 
（２）敷地が通路に２ｍ以上接していること。 
（３）通路が道路に有効に接続されていること。 

  ２－ロ 現況幅員が４ｍ以上ある通路に接して建築物を計画するもので、次の要件をすべて満たしている

もの 
（１）通路の範囲、形態が明確に確認できていること。 
（２）通路が適切に管理されているもので一般交通の用に供されており、通行上支障がないこと。 
（３）法第４２条に規定する道路とすることが困難であること。 



（４）敷地が通路に２ｍ以上接していること。 
（５）通路が道路に有効に接続されていること。 

３－イ 現況幅員が２．７ｍ以上４ｍ未満の通路（地方公共団体が管理している通路の形状をなしている

ものを含む。）に接して建築物を計画するもので、次の要件をすべて満たしているもの 
（１）通路の範囲、形態が明確に確認できていること。 
（２）通路が行き止まりの場合、道路から敷地までの延長距離が３５ｍを超えないこと。 
（３）通路が適切に管理されているもので一般交通の用に供されており、通行上支障がないこと。 
（４）敷地が通路に２ｍ以上接していること。 
（５）通路が道路に有効に接続されていること。 
（６）通路の中心線から２ｍの部分を道路状に整備していること。 

３－ロ 現況幅員が１．８ｍ以上２．７ｍ未満の通路（地方公共団体が管理している通路の形状をなして

いるものを含む。）に接して建築物を計画するもので、次の要件をすべて満たしているもの 
（１）通路の範囲、形態が明確に確認できていること。 
（２）通路が行き止まりの場合、道路から敷地までの延長距離が３５ｍを超えないこと。 
（３）通路が適切に管理されているもので一般交通の用に供されており、通行上支障がないこと。 
（４）敷地が通路に２ｍ以上接していること。 
（５）通路が道路に有効に接続されていること。 
（６）通路の中心線から２ｍの部分を道路状に整備していること。 

３－ハ 敷地と道路の間に河川等が存在し直接道路に接しない敷地において建築物を計画するもので、次

の要件をすべて満たしているもの 
（１）敷地が通路又は階段等を介して避難上有効に道路に接続されていること。 
（２）接続する幅員は２ｍ以上であること。 

３－ニ ニ方向避難できるよう道路に幅員１．５ｍ以上の路地状で接する部分が２箇所以上ある敷地に建

築物を計画するもので、次の要件をすべて満たしているもの 
（１）路地状部分について、建築主が使用する権利を有していること。 
（２）路地状部分の長さは、その路地の幅員の数値に十を乗じて得た数値以下であること。 

  ３－ホ 道路に幅員１．８ｍ以上２ｍ未満の路地状で接している敷地に建築物を計画するもので、次の要

件をすべて満たしているもの 
（１）路地状部分について、建築主が使用する権利を有していること。 
（２）路地状部分の長さは、その路地の幅員の数値に十を乗じて得た数値以下であること。 

  ３－へ 道路に幅員１．５ｍ以上１．８ｍ未満の路地状で接している敷地に建築物を計画するもので、次

の要件をすべて満たしているもの 
（１）接道する使用敷地の路地状部分の幅員が１．５ｍ以上で、隣接する敷地の通行可能な部分（そ

の間に柵、塀等通行に支障となる工作物等が設けられておらず、避難通路として利用できるもの）

との幅員の合計が２ｍ以上あり、両者が一体となって道路に接道していること。 
（２）路地状部分の長さは、使用敷地の路地の幅員の数値に十を乗じて得た数値以下であること。 

 
 
 



第５ 建築条件 
  建築計画において別表による要件を満たしていること。 
第６ 許可申請添付図書 

本許可申請の際に提出する図書は建築基準法施行細則（昭和４０年墨田区規則第１３号）第１５条第１項

によるほか、以下とおりとする。 

１ 許可申請概要書（建築主住所・氏名、設計者住所・氏名、申請の要旨、適用条項、敷地の地名・地 

番（住居表示）、地域地区、建物の用途、敷地面積、建築面積、延べ面積、高さ、構造及び階数並び 

に適用基準が明記されたもの) 

２ 通路協定書（当該敷地の位置、道路までの通路の状況、協定内容が明確に表記されているもの） 

３ 委任状 

４ 権利関係確認資料（登記事項証明書・公図・借地契約書等） 

５ １から４までのほか、墨田区長が必要と認めるもの 

第７ 許可を受けた後の変更 
許可を受けた後に計画の変更が生じた場合は、変更後の計画について改めて許可を受けるものとする。 
ただし、次の場合で申請者が事前に墨田区長に報告し、再度許可を要しないことが確認された場合はこの 

限りでない。 
１ 建築主等の変更で、建築計画に変更がないもの 
２ 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第３条の２第１項各号に該当する軽微な変更 

第８ 完了検査                                                                                                      

  建築主は本許可にかかる工事が完了した場合、墨田区長に報告し完了検査を受けなければならない。 

 

附則（17 墨都建第  9 号） 

本基準は、平成１７年６月８日から適用する。 

附則（20 墨都建第 587 号） 

本基準は、平成２１年３月９日から適用する。 

附則（21 墨都建第 463 号） 

本基準は、平成２２年２月１５日から適用する。 

附則（27 墨都建第 197 号） 

本基準は、平成２７年７月１日から適用する。 

附則（31 墨都建第 227 号） 

本基準は、令和元年９月２５日から適用する。 

 













（１）
広い空地が地方公共団体で管理されているも
の。または、広い空地が私有地で将来にわたり
空地の状態が維持されること

（２）
現況において敷地から広い空地に出入りがで
き、かつ、敷地から道路まで通行上支障がない
状態にあり、日常的に通行されていること

（３） 敷地が広い空地に２ｍ以上接していること

（４） 広い空地が道路に有効に接続されていること

（１） 通行上支障がないことが確認できること

（２） 敷地が通路に２ｍ以上接していること

（３） 通路が道路に有効に接続されていること

（１） 通路の範囲、形態が明確に確認できていること

（２）
通路が適切に管理されているもので一般交通
の用に供されており、通行上支障がないこと

（３）
法第４２条に規定する道路とすることが困難で
あること

（４） 敷地が通路に２ｍ以上接していること

（５） 通路が道路に有効に接続されていること

（１） 通路の範囲、形態が明確に確認できていること

（２）
通路が行き止まりの場合、道路から敷地まで
の延長距離が35ｍを超えないこと

（３）
通路が適切に管理されているもので一般交通
の用に供されており、通行上支障がないこと

（４） 敷地が通路に２ｍ以上接していること

（５） 通路が道路に有効に接続されていること

（６）
通路の中心線から２ｍの部分を道路状に整備
していること

採光の規定
（法第28条、
建築基準法施
行令第20条）
においては広
い空地を「公
園、広場、川
その他これら
に類する空
地」とみなす

外壁の開口部
には防火設備
を設けること

８ｍ以下

準耐火建築物
（延べ面積200
㎡以上につい
ては耐火建築
物）とすること

通路を幅員４
ｍの道路とみ
なして法第56
条第１項によ
る斜線制限
（後退緩和な
し）を準用する

３以下
（地階なし）

２以下
（地階なし）

２以下
（地階なし）

2

ロ

イ3

１

墨田区建築基準法第４３条第２項第２号許可運用基準
※
　　（別　表）

基準番
号

採光道路斜線構造建ぺい率階数 防火措置形　　　態

現況幅員が４ｍ
以上ある通路に
接して建築物を計
画するもの

空地･通路の管
理者の同意等

８ｍ以下

管理者又は所
有者から通行
上支障がない
旨の同意が得
られるもの

-

敷地及び敷地の周囲の状況（前提条件） 通路の幅員の確保 最高高さ

次のいずれか
に該当するも
の
①専用住宅
②住宅で店舗
又は作業所を
併用するもの
（店舗及び作
業所の床面積
が過半をこえ
ないものに限
る。）
③共同化によ
る長屋

用途

現況幅員が４ｍ
以上ある通路（た
だし、地方公共団
体が適切に管理
されているものに
限る）に接して建
築物を計画するも
の

イ

10ｍ以下

-

※建築基準法第43条第２項第１号の認定制度を適用する建築物は除きます

-

通路の権利者
から通行上支
障がない旨の
同意が得られ
るもの

-

イ
広い空地に面し
て建築物を計画
するもの

現況幅員が2.7ｍ
以上４ｍ未満の
通路（地方公共団
体が管理している
通路の形状をなし
ているものを含
む）に接して建築
物を計画するもの

準耐火建築物：
60％　耐火建築
物：70％

通路の中心から２
ｍ後退した位置を
敷地（通路）境界線
とし、後退した部分
を道路状に整備す
るもの

通路協定（通
路及び通路に
接する全権利
者の間で結ば
れる協定で、
現状の通路を
将来にわたっ
て維持管理す
ること、建て替
え時に通路の
中心から２ｍ
後退して建築
し、後退部分
を道路状に整
備すること等
についての取
決めをいう。）
がなされてい
るもの

その他

交通上・安全
上・防火上及
び衛生上、特
に必要と認め
た事項につい
て付加する

広い空地を道
路とみなして
法第56条第１
項による斜線
制限（後退緩
和なし）を準用
する

通路を道路と
みなして法第
56条第１項に
よる斜線制限
（後退緩和な
し）を準用する

採光の規定
（法第28条、
建築基準法施
行令第20条）
においては通
路を「公園、広
場、川その他
これらに類す
る空地」とみ
なす



墨田区建築基準法第４３条第２項第２号許可運用基準
※
　　（別　表）

基準番
号

採光道路斜線構造建ぺい率階数 防火措置形　　　態
空地･通路の管
理者の同意等

敷地及び敷地の周囲の状況（前提条件） 通路の幅員の確保 最高高さ用途 その他

（１） 通路の範囲、形態が明確に確認できていること

（２）
通路が行き止まりの場合、道路から敷地まで
の延長距離が35ｍを超えないこと

（３）
通路が適切に管理されているもので一般交通
の用に供されており、通行上支障がないこと

（４） 敷地が通路に２ｍ以上接していること

（５） 通路が道路に有効に接続されていること

（６）
通路の中心線から２ｍの部分を道路状に整備
していること

（１）
敷地が通路又は階段等を介して避難上有効に
道路に接続されていること

（２） 接続する幅員は２ｍ以上であること

（１）
路地状部分について、建築主が使用する権利
を有していること

（２）
路地状部分の長さは、その路地の幅員の数値
に十を乗じて得た数値以下であること

（２）
路地状部分の長さは、その路地の幅員の数値
に十を乗じて得た数値以下であること

（１）

接道する使用敷地の路地状部分の幅員が1.5
ｍ以上で、隣接する敷地の通行可能な部分
（その間に柵、塀等通行に支障となる工作物等
が設けられておらず、避難通路として利用でき
るもの）との幅員の合計が２ｍ以上あり、両者
が一体となって道路に接道していること

外壁の開口部
には防火設備
を設けること

通路を幅員４
ｍの道路とみ
なして法第56
条第１項によ
る斜線制限
（後退緩和な
し）を準用す
る。

８ｍ以下

準耐火建築物
（延べ面積200
㎡以上につい
ては耐火建築
物）とすること

８ｍ以下（ただ
し、道路より敷地
が低い場合、高
低差から１ｍを
引いたものの１
／２だけ高い位
置に敷地がある
ものとみなす）

通路協定がな
されているも
の

ロ

ハ

二

ホ

-

占用する部分
について管理
者の占用許可
が得られてい
ること

道路に幅員1.8ｍ
以上２ｍ未満の
路地状で接してい
る敷地に建築物
を計画するもの

ニ方向避難できる
よう道路に幅員
1.5ｍ以上の路地
状で接する部分
が2箇所以上ある
敷地に建築物を
計画するもの

3

８ｍ以下

（１）

現況幅員が1.8ｍ
以上2.7ｍ未満の
通路（地方公共団
体が管理している
通路の形状をなし
ているものを含
む）に接して建築
物を計画するもの

路地状部分について、建築主が使用する権利
を有していること

通路の中心から２
ｍ後退した位置を
敷地（通路）境界線
とし、後退した部分
を道路状に整備す
るもの

２以下
（地階なし）

路地状部分の長さは、使用敷地の路地の幅員
の数値に十を乗じて得た数値以下であること

（２）

-

隣地の通行可
能な部分とし
て使用する部
分について、
その土地の所
有者から通行
承諾が得られ
ていること

次のいずれか
に該当するも
の
①専用住宅
②住宅で店舗
又は作業所を
併用するもの
（店舗及び作
業所の床面積
が過半をこえ
ないものに限
る。）

敷地と道路の間
に河川等が存在
し直接道路に接し
ない敷地におい
て建築物を計画
するもの 準耐火建築物：

60％
耐火建築物：
70％

へ

道路に幅員1.5ｍ
以上1.8ｍ未満の
路地状で接してい
る敷地に建築物
を計画するもの

※建築基準法第43条第２項第１号の認定制度を適用する建築物は除きます

交通上・安全
上・防火上及
び衛生上、特
に必要と認め
た事項につい
て付加する

－

採光の規定
（建築基準法
施行令第20
条）において
は通路を「公
園、広場、川
その他これら
に類する空
地」とみなす

－


